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45期

〃
q

〃 民事 桃崎 剛 モモサキツヨシ 48期

〃 〃 刑事 鈴木 巧 スズキタクミ 44期

東京地方検察庁 検 事 冨田 寛 トミタカン 50期

〃 〃 鈴木雄大 スズキユウダイ 新63期

第二東京弁護士会 弁護士 増田智史 マスダサトシ 59期

さいたま地方裁判所 判 事 民事 岡部純子 オカベジュンコ 43期

千葉地方裁判所 判 事
0

刑事 平塚浩司 ヒラツカコウジ 44期

千葉県弁護士会 弁護士 広山相徳 ヒロヤマソウトク 57期

静岡地方検察庁 検 事 北薗信孝 キタゾノノブタカ 48期

新潟県弁護士会 弁護士 齋藤 裕 サイトウユタカ 51期

大阪地方裁判所 判 事 民事 谷 有恒 ダニユウコウ 44期

〃 〃 刑事 渡部市郎 ワタナベイチロウ 48期

大阪地方検察庁 検 事 寺本哲也 テラモト テツヤ 50期

大阪弁護士会 弁謹士 内藤欣也 ナイトウキンヤ 38期

京都地方裁判，所 判 事 民事 島崎邦彦 シマサキクニヒコ 48期

神 戸 地方裁判所 判 事 刑事 野口卓志 ノグチタクシ 47期

和歌山弁護士会 弁護士 河野ゆ
ｰ

フ コウノユウ 現行60期

名古屋地方裁判所 判 事 、 刑事 板津正道 イタツマサミチ 50期

愛知県弁護士会 弁護士 水野泰二 ミズノ タイジ 51期

津地方検察庁 検 事 吉野．太人 ヨシノ タイジン 49期

金沢地方裁判所 判 事 民事 山門 優 ヤマカドマサル 47期

金沢地方検察庁 検 事 大口奈良恵 オオグチナラエ 49期

広島地方裁判所 判 事 民事 谷村武則 タニムラタケノリ 49期

〃 〃 刑事
凸

一

一

一 村三緒 ミムラ ミオ 50期

岡山地方検察庁 検 事 木原直哉 キハラナオヤ 新65期

鳥取地方裁判所 判 事 民事 大野祐．輔 オオノユウスケ 152期

島根県弁護士会 弁護士 熱田雅夫 アツタマサオ 46期

福岡地方裁判所 判 事 民事 立川 毅 タチカワタケシ 46期

〃 〃 刑事 溝國禎久 ミゾクニヨシヒサ 44期

福岡地方検察庁 検 事 樋口正行 ヒグチマサユキ 47期

長崎県弁護士会 弁護士 梶村，龍太 カジムラ リュウタ 51期

那覇地方裁判所 判 事 刑事 大橋弘治 オオハシコウジ 54期

仙台地方裁判所 判 事 民事 村主隆行 スグリ タカユキ 48期

福島地方裁判所 判 事 刑事 柴田雅司 シバタマサシ 50期

山形地方検察庁 検 事 水上嘉寛 ミズカミ ヨシヒロ 52期

札幌地方裁判所 判 事 民事 武部知子 タケベ トモコ 48期

〃 〃 刑事 石田寿一 イシダ トシカズ 52期

札幌地方検察庁 検 事 市原久幸 イチハラ ヒサユキ 49期

釧路弁護士会 弁護士 簑島弘幸 ミノシマヒロユキ 57期

高松地方裁判所 判 事 民事 天野智子 アマノサトコ 46期

高松地方検察庁 検 事 熊澤貴士 クマザワアツシ 50期

愛媛弁護士会 弁護士 丸山征寿 マルヤママサトシ 52期

日本弁護士連合会

(東京弁護士会）

日弁連司法修習
委員会委員長

流矢大士 ナガレヤヒロシ 40期

〃

(大阪弁護士会）
弁 護 士 大砂裕幸 オオスナヒロユキ 38期



司法研修所

2

所 長 栃木 力 ﾄチギツトム 33期

教官 （ 判事 ） 民事裁判担当 ： 鈴木謙也 スズキケンヤ 46期

〃 〃 森 健二 モリ ケンジ 50期

〃 刑事裁判担当 河本雅也 カワモト マサヤ 44期

〃 〃 細谷泰暢 ホソヤヤスノブ 50期

教官 （ 検事 ） 検察担当 杉山徳明 スギヤマノリアキ 47期

〃 〃 関根 亮 セキネ リョウ 50期

教官 （弁護士） 民事弁護担当 鍵尾 憲 カギオケン 48期

〃 〃 榎本英紀 エノモトエイキ 51期

〃 刑事弁謹担当 北澤尚登 キタザワ ヒサト 53期

〃 〃 清水保晴 シミズヤスハル 55期

事 務 局 長 一場康宏 イチバヤスヒロ 51期

事務 局 次 長 池野 仁 イケノ ヒトシ

事務 局 所付 高櫻慎平 タカザクラシンペイ 新61期
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第73期司法修習日程

第73期導入修習カリキュラムの概要

導入修習に関するアンケート集計結果（第73期）

導入修習チェックシート （第73期）

導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシー･卜について

導入修習チェックシートの活用について

修習結果簿（民事裁判修習：第1クール）集計結果
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第73期集合修習B班カリキュラムの概要

第74期修習日程



第73期司法修習日程
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修習期間 1年

11月下旬12月
● ●

(A班）集合修習→選択型実務修習
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〆 /選択型実務集合修習
8/17～9/29 10/6～11/
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修會分野別実務修習（4分野:民事裁判,刑事裁判,検察,弁護）
司法修習生は4班に分かれ.各クールごとに入れ替わりで各分野を修習
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言ひ (B班）選択型実務修習→集合修習

/選択型実務修習v集合曇雪~、
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●
外銀のプﾛグﾗﾑ ●
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クラス単位で双方

向的講慈
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はしがき

導入修習は,修習開始段階で司法修習生に不足している実務基礎知識･能力に気付かせ，

かつ，より効果的,効率的な分野別実務修習が円滑に行えるようにすることを目的としてい

る。

第73期司法修習においても， この導入修習の目的に沿った教育効果を上げることを企

図してカリキュラムを策定し，実施した。その概要は，本資料及び別添の「第73期導入修

習日程予定表」のとおりである。

司法修習生指導担当者各位におかれては，本資料を分野別実務修習における司法修習生

の指導の参考としていただきたい。
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第1 民事関係科目

民事裁判

1 即日起案・解説

（1） 目的一

I

’
(2)事案の概要
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口
1

ノ

ノ

､ ､

(3)起案事項 戸
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(4) ′講評等
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2民事事実認定の手法と解説

瓜

！

3裁判修習に向けて（刑事裁判と共通）
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民事弁護

1講義

（1）講義1 （立証）

ア実施の概要

Ⅱ

I

、 、

’
１
１

」

イDVD教材の内容

’

ウ設問内容
こ

、

｜
’

’
(2)講義2（民事保全・民事執行）

､

ア実施の概要

』

〕

/f DVD教材の内容
王

’
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’
ウ設問内容

(3)講義3 （弁護士倫理・職責等）

ア実施の概要

イ設問内容

2問題研究（即日起案等）

（1）実施の概要
ｆ

ノ 6

へ



(2)事案の概要

｜

■
．

(3)実施内容

ア問題研究1 (DVD教材の視聴及び事案分析等）

詞姜旦一

イ問題研究2 （即日起案）

’｜
ウ

’

へ

問題研究3 （講評）

I

3演習（和解条項）

（1）実施の概要

〉

7



(2)設問内容
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Ⅲ民事共通 、

1民事第一審手続の概説（講義）
、

L

2民事総合1，．2
、

、

」
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第2 、刑事関係科目

I 刑事裁判

1講義（事前課題解説等）

、 、

、

2即日起案・事前課題の解説

（1）即日起案

ア目的

タ

イ事案の概要

､

【

’
ウ起案事項 1

Ｉ

Ｌ

ｑ

｛ I

’ ’
エ解説

Q
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(2)事前課題の解説等
」

（

(民事裁判と共通）

ノ

裁判修習に向けて

民事裁判の項参照
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Ⅱ検察

1導入講義

へ

2即日起案

（1）目的

1

、

(2)使用した修習記録の事案の概要
1

／ ■

（

’
I

I(3)起案事項

口
|，
|｜

|｜
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／

3捜査演習

、

1
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4即日起案講評十検察官の心構え等
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刑事弁護

1刑弁演習1 （捜査弁護）

（1） 目的

Ⅲ

’！
(2)事案の概要‘

■

(3)実施内容
、

、 公

2刑弁演習2 （即日起案の解説・否認事件）

（1） 目的
J
U

(2)事案の概要

’
(3)起案事項

’
(4)講評等

口’
15
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’
Ｉ

3刑弁演習3 （量刑事件）

（1） 目的

’

(2)事案の概要

(3)実施内容

、

1

１
Ｊ

1

16
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〃



Ⅳ刑事共通

1刑事問題研究（勾留）

（1） 目的

(2)事案の概要

’
(3)実施内容

2刑事共通演習基礎（公判前整理手続）
． ノ

（1） 目的÷

充実した公判の審理を実現するためには,公判前整理手続において的確かつ迅速

’|’に争点整理を行うことが不可欠である。

’
(2)事案の概要

’
17h
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(3)実施内容
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第73期導入修習日程予定表

月／日 曜 A班 B班

1限目（165分）
(10?35～11:55，12;45～14?10）

民事第1審手続の概説(謂義）
（民裁･民弁）

2限目(165分〉
（1425～17‘10〉

民弁問題研究1<事案分析）
開始式

1限目(110分）
〈10:35～12:25）

刑裁識義(事前課題解脱
等）

2限目(110分）
(13:15～15:05）

検察導入講義

3限目(110分）
（15:20～17?10〉

刑弁演習1(捜査弁誼）

12月5日 木 開始式

(9:50～

10:05）

那務連絡
教官

1限目(110分）
（10505～11:55）

刑裁講義(事前課題解鋭
等）

2限目(110分〉
(12:55～14§45）

検察導入講義

3限目(110分）
（15古00～16:50）

刑弁演習1(捜査弁謹）

12月6日

B班昼食会
①

(9?50～

1005）

事務連絡
、教官

1限目〈165分）
(10:05～11355，12:55～13950）

民事第1審手続の概説(講蕊）
（民裁･民弁）

2眼目（165分）
（14:05～16:5c）

民弁問題研究1(事案分析）

金

1限目(180分）
（g:50～12:so）

民裁即日起案

1限目(180分）
（9:50～1Z:､50）

民弁問題研究2(即日起案）

1限目(180分）
(gso～12意50）

民裁即日起案

2限目(180分）
(14:00～17:00）

検察即日起案

2限目(180分）
(14:00～17;00）

刑裁即日起案

3限目(18o分）
(14:10～17:10）

刑弁即日起案

2限目（180分）

(14ZOO～17:00）

検察即日起案

2限目(180分）
(14900～17:00）

刑裁即日起案

12月9日 月

＝ﾄー
1限目(180分）
（g:so～12:50）

民弁問題研究2(即日起案）

12月10日 火

1限目(85分）
(9250～11:15）

民事総合1
(民裁･民弁）

2限目(85分）
(11:30～12:10. 13:10～13:55）

刑事問題研究〈勾留〉
（刑裁･検察･･刑弁）

1限目(85分）
（9骨50～11：15）

刑事問題研究(勾留）
(刑裁･検察･刑弁）

12月11日

A班昼食会
①

2限目(85分）

(11:30～12:10. 13:10～13:55）

民事総合1
（民裁･民弁）

3限目（180分）

(14;1o～17flO〕

刑弁即日起案

水

1限目(170分）
(9:50～11250，12:50～1340）

民事総合2
（民裁･民弁）

2限目〈17o分）
（14:CO～16:so）

民弁講義1(立証

(9:50～12:20，13台20～16:50）

捜査演習
（検察）一

12月12日 木

1限目（170分）
9:50～1150． 12:50～13:40）

民弁講義1(立証〉

2限目(170分）
（14:00～16:50）

民弁講義2<民事保全･民事執行①）

（9:50～12:20‘13x20～16;50）

捜査演習
（検察）

－⑤一一‐一F■一一一＝一一口■P4ロー合一一一一色色 士一勺qP一一一一一一一一 一.
－■■｡、一一一一

12月13日 金

二L一一一■ローーーーーー=ー－－ ■＝一一＝ローーーー空一画堂一一

一一一一一＝ ■ 一

1限目(170分）
(9:50～11:50，12:50～13?40）

民事総合2
（民裁｡民弁）

‐■一一一 ■ ■ ■■ 一一b－c－－－－

2限目（17o分）
〈1400～16;50）

民弁演習(和解条項）

（9:50～12．20．1320～16息50）

刑弁演習2(即日起案解説･否認事件）

（gg50～1Z:20，13:20～16:50）

刑裁即日起案･事前課題の解鋭

12月.16日 月

(g:50～11250．12:so～16350）

民裁即日起案解鋭
火12月17日

.▲l ▲ ▲

2限目(170分り
（14200～16sO）

民弁問題研究3(主張書面）

1限目(170分）
（9倉50～11;50‘12:50～13昔40）

民事察実麗定の手法と留意点
（民裁）

12月18日

B班昼食会
②

（9650～11：50．12350－16:50）

刑事共通演習基礎(公判前整理手続）
（刑裁･検察･刑弁）

水

1限目(170分）
（9:50～11:50′12局50～13940）

民弁講義2(民事保全･民事執行①

2眼目(170分）
（14600～16:50）

民弁演習(和解条項）

12月19日

A班昼食会
②

（9:50～11550．1Z:50～16t50）

刑事共通演習基礎(公判前整理手続）
（刑裁･検察･刑弁）

（9250～12:20．13:20～16f50）

刑裁即日起案･事前課題の解説

木

（9:50～11号50，12:so～16:so）

民裁即日起案解鋭
金12月20日 ■

■

~ 一一

1限目(170分）
(g:so～11:so,12:50～13:40）

民事事実海定の手法と留意点
（民裁）

2限目(170分）
（14;00～16旨50）

民弁問題研究3(主張書面）

（950～12:20．1s:20～1660）

刑弁演習2(即日起案解脱･否麗事件）

12月23日 月

1限目(170分）

(950～12:00．13200～13:40）

裁判修習に向けて
（民裁･刑裁）

2限目(170分）
（14:00～16:50）

検察即日起案講評十検察官の心構え等

1限目(170分）
（g:50～11:40．12:40～18写40）

検察即日起案講評十検察官の心構え等

2限目〈170分）
（14:00～16:50）

裁判修習に向けて
（民裁･刑裁）

火12月24日

2限目(80分）

（10350～12:.10）

民弁講義3
(弁護士倫理･職責等）

、 1限目(50分）
（9:50～10:40〉

民弁論鞍2(民幕保全･民
事執行⑳

3限目(14o分）
（13t10～15f30）

刑弁演習3(量刑事件）

4限目(70分）
(15:50～17900）

留意事項
事務局長

1限目(14o分）
（9:50～1210）

刑弁演習3(量刑事件）

4限目(80分）

（15:40～17;00〉

民弁講義3
(弁護士倫理･職責等）

2限目(70分）
(13:10～14:2｡

留意事項
事務局長

3限目(50分）
（14:40～15.30）

民弁頴毅2(民亭保全･民
事執行②）

12月25日 水
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③

導入修習に関するアンケート集計結果

○第73期の司法修習生に対し,導入修習終了時にアンケート調査を実施した。
司法修習生1473人中1405人が回答(回答率9538%) ､

○導入修習を通じて知識｡能力の不足を感じた者と,導入修習中に自学自修に取り組んだ者の割合

図表1－1
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○72期との比較
､

図表1－2－1(民事系）
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図表1－2－2(刑事系）
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図表1－2－3(共通）
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○導入修習を通じて不足していた知識｡能力をどの程度補うことができたか(母数は回答者全員）

図表2－1
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○72期との比較(母数は回答者全員）

図表2－2－1（民事系）
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図表2－2－2(刑事系）
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○導入修習を通じて不足していた知識｡能力をどの程度補うことができたか(母数は不足を感じたと回答した者）

図表2－3
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○72期との比較(母数は不足を感じたと回答した者）

図表2－4－1（民事系）
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図表2－4－2(刑事系）
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図表2－4－3(共通）
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グラフ

○自学自修の内容

図表3－1(各選択脳こ1項目でもチェックを付けた人数の割合）
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○自学自修の内容

図表3－2(項目別）
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グラフ

○自学自修に取り組まなかった理由

図表4＝_二1(各選択肢について1項目でもチェックを付けた人数の割合）
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○自学自修に取り組まなかった理由

図表4－2
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グラフ

○導入修習のカリキュラムの中に｢役立たない｣ものがあると答えた者の割合

_図表昼

無回答0.2％「役立たない｣ものがある ,4.1％

立たない」

る,16.6％

ロ｢役立たない｣ものがある

■｢あまり役立たない｣ものがある

■ない

口無回答

※｢『役立たない』ものがある｣は,－つでも｢役立たない｣を選択した者。

※｢『あまり役立たない』ものがある｣は,－つでも｢あまり役立たない｣を選択した者のうち， 「役立たない｣を選択した者を除く。

〕
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グラフ

○導入修習の各カリキュラムはどの程度役立つと思うか

図表6－1
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グラフ

○72期との比較

図表6－2
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グラフ
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④

※経歴は,LS修了(既修)=1,LS修了(未修)=2,LS入学したが修了していない=3,

LS入学していない=4から選択してください。

－

導入修習チェックシート（第フ3期）
※1～7の1)については に，以下の1～3の中から最も当てはまるもの してだい

1 ：腺題を感じた。 2：やや課題を感じた。 3：課題を感じなかった。

組 番 』 修習地 班 経歴※ 氏名
｡ ●

1 民事関係（共通）

(1)知識･能力の項目ごとに,前記※の1～3から当てはまるものを選ん召回答槙|に記入してください。
ア事実関係に応じてその法的処理にふさわしい法規範を選択・適用できる民事実体法の知識

イ訴訟進行の各段階において，問題状況に応じて適切に選択・適用できる民事訴訟手続の知識
ウ要件事実の考え方

オ事実認定に関する基礎的知識・理解

キ口頭表現能力 目
エ主張分析・法的構成に関する基礎的知識・理解

力事実調査に関する基礎的知識・理解

ク文章表現能力

ケその他（ 、 ）

(2)どのような場面･理由で課題を感じましたか(必要に応じ(1)アーケの項目を示してください｡複数選択可｡）。

I

２
民
事
裁
判

(1)以下の各能力について，

、主張分析能力
趣※の'～3から当てはま壁のを選ん召回答掴に記入してください。
、事実認定能力 、紛争解決能力 ．

(2) (1)で課題を感じた能力の修得のため,民裁実務修習で重点的に取り組みたい項目を選び,以下の括弧内
にその内容を詳しく記載してください。

口記録の検討口期日等の傍聴 口起案 口指導担当者との質疑応答 口判例・文献等の調査
□その他（具体的に記載してください。

P

）

［
ハ

］
(3)(1)で課題を感じた能力の修得のため,どのような自学自修を行いたいと考えているかを具体的に記載してく
ださい。

ｩ 16

３
民
事
弁
護

(1)以下の各領域に対する自分の理解度はどの程度だと思いますか。前記※の1～3から当てはまるものを

邑蕊鶏繕蕊面笛巽謹壗鶚譽巣分析蝿 口和解条項の作成
(2) (1)で記載した内容を踏まえ,実務修習の期間を通じて,どのような学修をしたいと考えますか。自学自修の
計画も含めて自由に述べてください。

←



、

4刑事関係（共通）

(1)知識･能力の項目ごとに,前記※の'～3から当てはまるものを選ん劃回答掴に記入してください。 。

F
ア事実関係に応じてその法的処理にふさわしい法規範を選択・適用できる刑事実体法の知識
イ捜査・公判の各段階において，問題状況に応じて適切に選択・適用できる刑事訴訟手続の知識

ウ主張分析・法的構成に関する基礎的知識・理解

エ事実認定に関する基礎的知識・理解

力口頭表現能力 日
オ事実調査に関する基礎的知識・理解

キ文章表現能力

クその他（ ）

）
(2)どのような場面･理由で不足･課題を感じましたか(必要に応じ(1)アークの項目を示してください｡複数選択可｡)。

５
刑
事
裁
判

(1)以下の基礎的な理解について,前記※の1eZaから当てはまるものを選ん劃回答掴に記入してください。

円鱸謡撫鑛灘鵬:譲円禦繍謹鯉鯉麗蟹蹴鱒灘
(2)(1)で課題を感じた理解を深めるため,刑裁実務修習で取り組みたいと考えていることと,実務修習中,どの

ような自学自修が必要と考えているかを記載してください。

L

６
検
察

(1)以下の基礎的知識･能力について,前記※の'～3から当てはまるものを選んで|回答樹に記入して<ださ
い。

〃 Q ■

日
ア捜査の進展に伴う事実認定（動的事実認定）

エ終局処分（□犯人性の認定口犯罪の成否等）鄙
補充捜査

公判活動 鄙
取調べ

決裁等口頭報告

(2)(1)で選択した項目について,どのような場面で不足･課題を感じたか,実務修習中,どのような方法で学修し

たいと考えているかを記載してください(必要に応じ(1)アーカの項目を示してください｡複数選択可｡)。

ﾔ ●

(3)実務修習で経験したいことや受けたい指導があれば記載してください。

７
刑
事
弁
護

(1)以下の各項目の理解に関し，

ア
ウ
オ
キ
ケ

前記※の'～3から当て1基るものを選ん劃回答掴に記入してください。
ケースセオリーの意義・確立方法
釈放に向けた活動（手段，主張・立証）
説得のために必要な事実の抽出

検察官の立証構造の把握
尋問において獲得すべき事実

イ
‘
エ
匪
刀
々
グ
コ

接見でのやり取り

公判前整理手続における弁護人の役割
説得のために必要な事実の評価
弁論の構成
行為責任の考え方を踏まえた情状立証

(2)特に課題を感じた項目(複数可)に関し, (1)アーコの項目を示し,その理由を記載してください｡また,実務

修習で経験したいことや受けたい指導があれば記載してください。



⑤

令和元年12月6日

司法研修所事務局

73期司法修習生のみなさんへ

導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて

1 導入修習に関するアンケート

導入修習に関するアンケートを実施しますので，各自，パソコン等を利用してID

等通知書記載のウェブページにアクセスし，画面の表示に従って各設問に対する回答

を入力してください。

このアンケートは，導入修習を経験した皆さんから実情をうかがって今後の参考に

するためのものですから，必ず， 回答期限（令和2年1月 日）まで に入力を行って

ください(回答結果は無記名で集計しますので,忌憧のないご意見をお寄せ,ください｡)。

なお， インターネットにアクセスできない場合には，調査係窓口に相談してくださ

い。

＃

2導入修習チェックシートについて

1）本シートの趣旨・目的
ノ

導入修習は，現時点でみなさんに不足している実務基礎知識・能力に気付いても

らい,円滑に分野別実務修習を行えるようにすることを目的としています｡しかし，

せっかく導入修習で自分の課題に気付いても，実務修習でその課題に取り組まなけ

れば，みなさんが導入修習を十分に活かすことができたとはいえません。

そごで，みなさんが導入修習において自分の知識・能力等に課題があると感じた

場合に，その気付きをみなさんに意識してもらい，実務修習期間中の自学自修に活

かしてもらうとともに， これを実務修習の指導担当者等に送付して，指導に活かし

てもらうことを目的として,導入修習チェックシートを作成してもらっています(現

時点で課題があるのは当然のことですし,以上のような趣旨･目的のものですから，

成績評価等には一切関係ありません｡)。

本シートの作成提出方法

ID等通知書記載のウェブサイトにアクセスし， 12月24日 （火）までにシー

卜を作成・保存をして提出してください。作成に当たっては，上記(1)の趣旨・目的

をよく理解した上で，導入修習のカリキュラムごとに， 自らに不足している知識・

能力等について感じたことを逐次メモするなどし，それらを整理して作成してくだ

必ず,A4用紙1枚に「両面印刷」して，実務さい。そして，本シートを作成後，

。本シートの趣旨・目的を

1



踏まえ，提出の直前に慌てて思い出しながら作成するようなことのないように注意

してください。

なお， インターネットにアクセスできない場合には，企画係窓口に相談してくだ

さい。

3） 作成に当たっての注意点

① 「経歴」欄は，法科大学院(LS)修了（既修=1,未修=2), LSを修了し

ていない＝3の該当するものから選んで記入してください。

法科大学院修了者は，予備試験合格資格で司法試験を受験した場合でも, LS

修了を選んでください。

指示に従ってできるだけ星②各項目の自由記載欄は，

ください。実務修習中の］ください。実務修習中の取組や自学自修について記載する際に，学修に当たって

悩んでいること，分からないことなどについて記載しても差し支えありません。

4） 本シートの利用方法

上記(2)のとおり，みなさんは，本シートを作成後，必ず,A4用紙1枚に「両面

失くさないように

するとともに，実務修習期間中に随時見直し， 自学自修や分野別実務修習に活用す

ることを意識してください。また，実務修習の指導担当者と，本シートを用いて面

談を行うなどして，実務修習の目標や取り組み方について相談してください。

本シートは，分野別実務修習の指導担当者のほか，司法研修所から， クラス担当

教官や各配属庁会にも交付されます。ただし，第1クールに限っては，司法研修所

クール開始の際に各自 で分野別実からの送付が間に合わないため

旨に交付してください。当

各クールの終わりには，本シートの記載内容を踏まえて実務修習を振り返り，実

務修習結果簿の該当頁に，取組の成果や自分の課題の状況について記載してくださ

い。

みなさんが,実務修習を有意義なものとし,大きく成長されることを期待しています。

以上

2



⑥

令和元年12月23日

司法研修所事務局

ザ

司法修習生指導担当者各位

導入修習チェックシートの活用について

1 本シートの趣旨・目的

導入修習は,司法修習生に現時点で不足している実務的基礎知識･能力に気付かせ，

円滑に分野別実務修習を行えるようにすることを目的としています。本シートは，そ

の目的を十分に達成するため， 司法修習生が導入修習において知識・能力等に課題が

あると感じた場合に，その気付きを司法修習生に自覚させ，実務修習中の自学自修に

結び付けるとともに， これを実務修習の指導担当者と共有し，実務修習での指導に活

用していただくために作成させるものです。

また，本シートの活用の一助として，導入修習における指導内容をまとめた「73

期導入修習カリキュラムの概要」を令和2年1月中旬までには各配属庁会に送付いた

しますので，併せて御参照ください。

→

2 ．本シートの共有の範囲について

(1) 本シートは,第1クールは修習生本人から,第2クール以降は配属庁会を通じて，

指導担当者に交付ないし配布されます。その際，原則として，各指導担当者が実際

に指導を担当する司法修習生のシートのみを提供することとしておりますが，活用

のため，以下の点に御留意ください。

(2) 実際に指導に当たられる方が複数である場合,指導担当者間で共有してください。

例えば，地方裁判所では，配属先（部）で指導に当たる裁判官全員が， 当該司法修

習生のシートを閲覧できるようにしてください（適宜写しを作成していただいて差

し支えありません｡)｡

(3) 分野別実務修習の全体的な方針を検討する必要がある場合に，担当者が共有する

こと等は差し支えありません。例えば，弁護士会の司法修習委員会の委員間で共有

していただくことが考えられます。

3本シートの活用方法

本シートの活用方法としては,指導担当者におかれて，指導を担当する司法修習生

との面談の材料として用いることなどが考えられます。具体的な活用方法は，各修習

地・各指導担当者の実情に応じ，工夫していただくことが望ましいと考えております

が，御参考までに，活用例を以下にいくつか紹介します（全てを実施することを求め

るものではありません｡)。

1
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実務修習のクール開始時の面談の材料とし， どのような修習を行わせるか， どの

ようなポイントを重点的に指導するかを定める参考とする。

ある程度実務修習が進んだ段階で面談の材料とし，導入修習時に感じた課題に対

する取組状況や，その後新たに気付いた課題がないか等を確認する。また， 司法修

習生の自己認識と指導担当者の客観的な評価を比較し，ずれがあればその原因につ

いて議論する等して，その後の実務修習のモチベーションを喚起したり，意識的に

自己分析させ，取り組むべき課題を明確化したりして，実務修習の効果を高める。

実務修習の終盤に面談の材料とし， 当該クールでの取組を振り返らせ，成果を確

認したり， なお残る課題について自覚させてその後の自学自修を促したりする。

6

なお，本シートは，その性質上， 司法修習生の自己認識を記載したものであり，記

載できる分量にも限りがあり,司法修習生の記載ぶりの個人差もありますので，本シ

ートのみから得られる情報には限界があります。それを前提にしつつも，前記1で記

載した目的の達成のため，有効に御活用いただきますようお願いいたしますb

4 司法修習生への周知について

司法修習生には，別添令和元年12月6日付け「導入修習に関するアンケート及び
、

導入修習チェックシートについて｣.を配布し，本シートの趣旨について周知しており

ますので，御参考として添付いたします。

以上

’
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⑦
【修習結果簿(民事裁判修習:第1クール)集計結果】
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【73期】【72期】

執行事件 執行事件

■具体的事件の修習

■講義形式のみの修習

激修習の経験なし

■具体的事件の修習

■講義形式のみの修習

■修習の経験なし

61．2

’

…

172期】 【73期】

’

破産事件 破産事件

■具体的事件の修習

■講義形式のみの修習

崖修習の経験なし

■具体的事件の修習

■講義形式のみの修習

■修習の経験なし
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⑧

【修習結果簿(刑事裁判修習:第1クール)集計結果】 Ｊ
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⑨
【修習結果簿(検察修習:第1クール)集計結果】
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験なし
F

睦
房

＝ヨ

一

二

§ ，_._」 一一‐一一一一一一屯一一

ー

『

捜査実務修習件数分布

（身柄｡在宅事件）

平均72期＝5.6件

73期＝5.2件
(％）

30％

；

八』

25％

／
20％

／

／
15％

／
10％

毛蚕二
5％

j/

I

0％

０
件

ユ

件

２
件

３
件

５
件

６
件

４
件

７
件

８
件

９
件

加
件
以
上

－72期(割合） －73期(割合）

1



に三壺壺．

捜査実務修習(身柄事件,経験事件数分布） 件
件
７
６

１
１

一
一
一
一

期
期
２
３
７
７

均平

(％）

50％

45％

、

40％

35％

30％

25％

20％

15％

10％

グー、
、

5％

0％

5

件

７
件

2

件

３
件

４
件

６
件

８
件
以
上

０
件

1

件

－73期(割合）－72期(割合）

捜査実務修習(在宅事件,経験事件数分布） 平均72期＝3．8件

73期＝3．6件(％）

35％

30％

/、｛

25％

20％

/／ 八
15％

／ 、
、

10％

、
5％

' －－＝ノ
、一二一一

0％

０
件

1

件

２
件

３
件

４
件

５
件

６
件

７
件

８
件
以
上

－72期(割合） －－73期(割合）、

『

ミ

2



|｜ グラフ4 11公判実務修習の経験

【73期】【72期】

，宿経験あり

糞経験なし

霊経験あり

澱経験なし
、

公判実務修習(経験件数分布） 牛
牛
１
１
３
９

３
２

一
一
一
一

綱
明
；
；
２
３
７
７

均平

(％）

30％

25％

20％

15％

10％

5％

0％

０
件

1

件

２
件

３
件

４
件

５
件

６
件

７
件

８
件

９
件

加
件
以
上

－72期(割合） －－73期(割合）

3



|｜ ダﾗﾌ6 11公判実務修習(起案の経験）

【73期】【72期】

縄経験あり

漢経験なし

画経験あり

贋経験なし

87.8％

「

Ｉ

ｌ

１

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｊ

－ｌ

公判実務修習(起案件数分布）
一

件
件
７
３

１
２

一
一
一
一

期
期
２
３
７
７

均平

(％）

45％

40％

/I
35％

/’

30％

25％

20％

15％

10％

5％

’ 、ここ二二二菫＝-－
0％

０
件

1

件

２
件

3

件

４
件

５
件

6

件
７
件

８
件

９
件
以
上

－72期(割合） －73期(割合）

4



⑩
【修習結果簿(弁護修習:第1クール)集計結果】

＝

法律相談 平均72期＝7．3件

73期＝6．8件(％）

18％

、

16％

14％

〃I
12％

I〃
10％ ー

/､7Kノ
8％

~~"
6％

V

4％

〃 彦
2％

7一
,へ

0％

19

件

加
件
ｎ
件
以
上

10 ，11

件 件

12

件

13

件

14

件

15

件

ﾕ6

件

17

件

18

件
４
件

３
件

２
件

１
件

０
件

５
件
６
件

7

件

８
件
９
件

－73期(割合）－72期(割合）

※法律相談(弁護士会，自治体及び事務所等におけるもの)，交渉,受任等の立会傍聴

当事者との打合せなど 平均72期＝42件

73期＝4．5件(％）

30％

25％

八
20％

15％

10％

、

、
、

、
、

、、
5％

、

い

く、~==蔓､ －－－－ －－→三三
0％

５
件
６
件
７
件

12

件

13

件

14

件

15

件

16

件

17

件

18

件

羽
件

20

件
型
件
以
上

０
件

1

件

2

件

３
件
４
件

８
件
９
件

10

件

11

件

－72期(割合） 一73期(割合）

’



起案(訴訟｡調停等） 件
件
１
１

６
５

一
一
一
一

期
期
２
３
７
７
均平

(％）

50％

45％

40％

35％

30％

25％

20％

15％

ﾕ0％

5％

0％

A

／
〃 I

／／

、多／多／ ／＝、～/グ

＝シぐ／
＝

９
件

10

件

ｎ
件
以
上

３
件

５
件

６
件

7

件

８
件

０
件

１
件

2

件

４
件

－72期(割合） －73期(割合）

※訴訟調停[民事･家事].ADR等の訴状,申立書,準備書面内容証明等の起案

起案(尋問事項書等） 件
件
９
７

０
０

一
一
一
一

期
期
２
３
７
７

均平
(％）

60％

、

50％

、

_』塾40％

30％

20％

、、 一

10％

、
曜雲～≦~‐

0％

5 ） 6
件 件

７
件

８
件

９
件

加
件

ｎ
件
以
上

０
件

ユ

件

2

件

３
件

４
件

－72期(割合） －－73期(割合）

※尋問事項書･陳述書等の起案

2



[三壷壺三]保全･執行の経験有無

【73期I【72期】

’
I

9.3％

劃"“
4夛.と，

ロ経験あり

口経験なし

口経験あり

国経験なし
60.7％

3



弁論等傍聴 平均72期＝6．0件

73期＝5．9件

|堅 〆

r.~1
16％

14％

12％

ノ 、
I

、

10％

ノ 、－，
8％

6％

4％

2％

／ ご△0％ a＝ゴー凸一

0

件

ユ

件

２
件
３
件
４
件
５
件
６
件

7

件
８
件
９
件
加
件

11

件

12

件

13

件

M

件

15

件
妬
件

17

件

18

件

19

件
加
件
ｎ
件
以
上

－72期(割合） －73期(割合）

※口頭弁論弁論準備和解.調停,審判.審尋,裁判官面接等

厄壹云宝］

尋問の傍聴 平均72期=0．8件

73件=0.7件(％）

50％

45％

40％

35％

30％

25％

20％

15％

10％

5％

0％

割ﾏ丁I

I

｛
に ■■ F■ l■■一一■ 廿竺白守一一

０
件

1

件

2

件

３
件

５
件

４
件

６
件
７
件
８
件
９
件
加
件

11

件

12

件

13

件

14

件

15

件

16

件

17

件

18

件

19

件

加
件
型
件
以
上

－72期(割合） －73期(割合）

4



|｜ ゲﾗﾌ5 11刑事弁護経験(被疑者･被告人弁護)の有無

【73期】【72期I

0％0

9.6％

ロ両方あり

口被疑者弁護のみ

ロ被告人弁護のみ

ロ両方なし

ロ両方あり

ロ被疑者弁護のみ

ロ被告人弁護のみ

口両方なし

10.4％

80.0％

|| ゲﾗﾌ6 11否認事件の経験の有無
－ ＝

【73期】【72期】

ロ経験あり

ロ経験なし

ロ経験あり

口経験なし

9.1％9.1％

53.6％
60.9％

）

|｜ グラフ7 11刑事起案経験(被疑者･被告人弁護)の有無
1

【73期】【72期】

口両方あり

ロ被疑者弁護のみ

ロ被告人弁護のみ

国両方なし

口両方あり

ロ被疑者弁護のみ

画被告人弁護のみ

ロ両方なし

5



⑪ノ ｕ
Ｉ
Ｏ
－

I

(令和3 ． 1 ． 15）
ー

第73期集合修習A班カリキュラムの概要

ー

Ｉ

0

‘ ｝

、

一

〆

Ｊ
１

法研修所司
ノ



は しが き

令和元年度（第73期）司法修習生のうち,A班（実務修習地が東京，立川，横浜， さい

たま，千葉，大阪京都，神戸，奈良，大津及び和歌山である者）を対象とする集合修習の

カリキュラムは， 1 1クラス編成で令和2年8月17日に開始され， 同年9月29日に終

了した（その後，各実務修習地等において選択型実務修習が実施された。 ） 。

第73期A班の集合修習のカリキュラムの概要は， この資料及び別添「令和元年度（第

73期）司法修習生A班集合修習日程予定表」のとおりである。

集合修習のカリキュラム策定に当たっては，法科大学院において修得した学識及び実務

の基礎的素養等並びに分野別実務修習の成果を踏まえて「幅広い法曹の活動に共通して必

要とされる法的問題の解決のための基本的かつ汎用的な技法と思考方法」 （司法修習生指

導要綱（甲）第1章第1）を修得させる観点から，実務修習を補完し》司法修習生全員に，

実務の標準的な知識，技法の教育を受ける機会を与えるとともに，体系的で汎用性のある

実務知識や技法を修得させることを旨としている （要綱（甲）第3章第1） 。

このような趣旨を踏まえ，第73期A班においても，修習記録を用いて司法修習生に文

書を起案させ，討論，講評を行うことを指導の中心としつつ（同第4の1） ，従来の司法

修習で要求していたような法律書面の全体を形式面も含めて起案させることにはこだわら

ず， より実質的に，書面の内容の根底をなす思考過程を明らかにさせることを重視する方

法で出題がされているほか， ロール・プレイングも含めた民事・刑事の様々な講義，演習，

問題研究や法曹倫理， 国際人権等に関する演習，講演なども実施された。

司法修習生指導担当者各位におかれては，本資料を今後の実務修習における指導の参考

としていただきたい。

1



第1 民事関係科目

1

I 民事裁判

1 講義

集合修習の冒頭に，集合修習に向けてのガイダンスをし，集合修習における民事裁

判科目及び民事共通科目の修習内容を説明してその意義を理解させ,今後の学修方法

に関する指導を行うことで集合修習への動機付けを行った。

2 起案

（1） 総説

『

(2) 起案1 ＃

ア事案の概要

■■■

2



’

イ起案事項等

｢－－

Ｊ
Ｐ

(3) 起案2

ア事案の概要

［
イ起案事項等

▲

．

3 演習（争点整理）

（1） 総説

3

〆



、

(2) 事案の概要

､

）

ノ 、

1

4



〔

(3) 演習内容等

1

’ このよう･に，本カリキュラ

ムは，実務家としての基礎的かつ実践的な思考力，状況に応じた紛争解決能力のか

ん養を目的とするものであり，法曹としての実際の活動との架橋を意識したもので

ある。

~

ー

P

〆

5



Ⅱ民事弁護

1 問題研究1～3

（1） 実施の概要

(2) 事案の概要
、

(3) 実施内容

ア問題研究1

I

’
イ問題研究2 （即日起案）

ウ問題研究3

2 起案

（1） 起案1
ノ

6



ア事案の概要

ヘ

イ起案事項等
ノ

(2) 起案2 ，

ア,事案の概要

、

筒

イ起案事項等

7



ノ

U

．

3 講義（契約）

（1） 実施の概要
’
1

(2) 設問内容
ノ

4 演習（法律相談）

（1） 実施の概要

Ｄ
Ｉ
Ｉ
’
１
・
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
叩
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ

へ

、

ノ

8

「



(2) 演習の目的

法律相談は，受任に先立つ行為として，受任の可否，事案解決の見込み，処理方

針などを判断し，かつ，依頼者に対じて，事案処理方針の説明，報酬等の説明をし

た上で，弁護士委任契約の締結などを行う重要なステージである。また，依頼者か

ら適切に事案の本質を聴き出し，かつ，依頼者との信頼関係を醸成する重要な場で
もある。’

’
(3) 事案の概要

アケース1

」
イケース2

｜

I

P

9



Ⅲ民事共涌

民事共通演習1から3まで

1 総説

（1） 趣旨及び全体像

1

｣

■■
） 事案の概要

■■■■■■■■■■■■■■■■■

. ． ． ’

(2

2 民事共通演習1
と

（1） 課題等

I

I

1

Ｉ

(2) 講評

｜ －

3 民事共通演習2

（1） 課題等

10



(2) 講評等

4民事共通演習3

（1） 課題等

(2) 講評等 、

口

｜
『

"可

11

．〕
』
ﾄ

～



第2 刑事関係科目
ノ

）

I 刑事裁判

1 起案

（1） 総説

なお，いずれの設問についても，書式，形式等を要求するものではないし，単な

る知識を問うものでもなく，新司法修習における指導理念に,対応した，法曹として

の活動に共通して必要となる汎用性のある基礎的な能力を修得させることに重点を

置いて出題している。

(2) 起案1

ア事案の概要 ，．

』

イ起案事項

’

12



1

:

【

ウ講評

（

(3) 起案2

←ア事案の概要
、

／

イ起案事項

、

ウ講評

〆

13



、

ノ

2 問題研究

（1） 指導目標

認＝ －

(2) 実施内容

14



、
』

1

I

1

15



_ノ

Ⅱ検 察

1 起案

（1） 検察起案の概要 I

’司法修習に'おける指導理念に対応し，法曹としての汎
用性のある基礎的な能力を修得させるこ・とに重点を置いた出題である。

(2) 起案1

ア事案の概要
I

イ起案事項等

､ノ

〆

ウ講評

’’

16
、

（



口
(3) 起案2

ア事案の概要

（

~

イ起案事項等
戸

一

ウ講評

句

１

ｊ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

Ｉ

2 問題研究（被害者保護）

、

ノ

17



､」

「

18



Ⅲ刑事弁護

1 起案 ，

（1） 総説

刑事弁護教官室は〉修習生に対して，具体的な刑事事件に基づきケース・セオリ

ー（弁護人の求める結論が正しいことを導く論拠）を確立する弁護活動の基本を指

導し，弁護人が行うべき最善の努力を尽くした活動とは何かを考えさせることによ

り，弁護人としての基本的な能力・技術， さらには，法曹の活動に共通して必要と

される基本的かつ汎用的な能力を修得させるとともに，法曹資格取得後の自己研鎖

への意識付けをさせることを指導方針としている。

一

1

(2) 起案1

ア事案の概要

I

’

イ起案事項

■■■

19



ウ講評

凡
０
Ｊ

(3) 起案2

ア事案の概要

イ起案事項

』

20



／

|’ ’
ウ講評

P

2 問題研究（取調べ対応，想定弁論）

（1） 指導目標 、

’
(2) 実施内容

､’

1
’

全、
菅

（ 1

21



1

Ⅳ刑事共涌

1 刑事共通演習

（1） 指導目標

これらの演習を通じ，的確な争点整理を行う上での必要な視点を提供し， これに

より，法曹としての活動に共通して必要とされる汎用性のある基礎的な能力を修得

させるよう努めた。

(2) 実施内容

22



ノ

、

2 刑事共通問題研究
し

（1） 指導目標 ‘

』

I

(2) 実施内容

ジ

1

I

23



第3 その他の共通科目等

I 全科目共通

特別講義「国際人権法の形成と実施」

講師 弁護士（第一東京弁護士会） 上柳敏郎氏

国際人権については，その重要性に鑑み， ・各期において全科目共通特別講義という

形式で国際人権全般にわたって講演を行ってきた。

第73期においても,同様の趣旨に基づき，講師が，国際人権の重要性や，国際人

権法の国内的．国際的実施， ､国際NGOの活動等について，講演を行った。

1

Ⅱ 弁誰共通

演習「弁護士倫理」

へ

／

と

、

ノ

ノ

24

ヤ



〆

月
／
日 ' ｡":綱:", ’

2限目
(12:40～14琴30）

月
／
日 ’

1限目
(9:50～11：40）

3限目
(14:45～16:35）

1限目
(9250～11：40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14:45～16:35）

曜 眼

刑共問題研究
(情状･量刑）

31 月 刑共演習(争点整理等）

刑共澗習(尋問）

民裁起案1鱗評

28 月 剤載詮柔窒吹‘翠

９
ノ
ー

囲
火

令和元年度（第73期）司法修習生 火29 民共演習（3b） 民弗起案2計I評

水2

A班集合修習日程予定表
１
１
１
１
１
１
８
』
中
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｌ
白
阜
乍
ｒ
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｒ
ｌ
ｌ

3 罰栽問即研究木 民共演習(2b､2c）

4 金 民裁起案2（即日）

(注） 本表は予定であって，確定日程ではない。
確定日程は‘毎週最終登庁日に配布する。

一－

選択型実務修習

7 月 弁共演習(弁護士倫理） 刑弁起案1識評

’8 火 検察起案1誘評 刑誕起拳1爾穿

民弁起案1溌評

一

9 水 刑羅記室1購浮

10 木 検察起案2（即日）

刑弁起案堂（即日）

月
／
日

1限目
(9;50～11 ：40）

2限目
(12:40～14鷺30）

3限目
(14:45～16:35）

曜 金11

８
ノ
打

11

／
19

月 民裁鯛義 刑弁間甑研究 14 吟 刑駐懇案2（即円〉

一一 目 一
戸一一一

民弁起案2（即日〉

木

藷
巍
一
》
｜
謡
識
奉

’
宙一ロー壼

民ﾖ燗題研究2

－－

18 火 民弁間趣研究1 15 火 20 金

19 水 民裁起案1 （即日）

刑弁起案1 （即日）

水16 民共演習(2.） 民裁演習(争点整理） 23 月

’
20 木 17 民裁演習（争点整理）木 民共演習(2⑧） 24 火

■－－－－

| 民癖璽鐸鋤
1

金21 民共演習（1a， 1b） 18 金 民裁起案2購爵

敬老の日

秋分の日

水25

△君 雫幸一 P■ ■■－－一

民弁演習(法律相談） ’ 民弁問題研究324 月 21 月 26 木

ロ I ロ

25 火 検察起案1 （即日）

刑裁荘寒1 〈即日）

誌…

民弁起案1 （即日）

22 火

民瀬共通

刑事共通

全科共通

弁腹共通

・ ・即日起案

裁
裁
弁
弁

民
刑
民
刑

民砺溌判

刑事裁判

民事弁膜

刑衷弁湿

民共・

刑共・

全共・

弁共。

（即日）

26 水 23 水 民共演習(2f,3⑧）

…舞査一＝

27 木 24 木 全共特別繍稜 検察起案2講評
三

検察問題研究
〈被害者保瞳）

28 金 民共演習(1c､2a） 刑共演習(証拠開示等） 25 金 刑弁起案2講解

凡例
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第73期集合修習B班カリキュラムの概要

（
１

く
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〕

一

I

、

／

可

ノ

法研修所司
〕
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〕



J

、

は し が き

令和元年度（第73期）司法修習生のうち,B班（実務修習地が東京，立川，横浜， さい

たま，千葉，大阪，京都，神戸，奈良,大津及び和歌山以外である者）を対象とする集合修

習のカリキュラムは， 11クラス編成で令和2年10月6日に開始され， 同年1 1月13

日に終了した。

第73期B班の集合修習のカリキュラムの概要は， この資料及び別添「令和元年度（第

73期）司法修習生B班集合修習日程予定表」のとおりである。

集合修習のカリキュラム策定に当たっては，法科大学院において修得した学識及び実務

の基礎的素養等並びに分野別実務修習の成果を踏まえて「幅広い法曹の活動に共通して必

要とされる法的問題の解決のための基本的かつ汎用的な技法と思考方法」 （司法修習生指

導要綱（甲）第1章第1）を修得させる観点から，実務修習を補完し，司法修習生全員に，

実務の標準的な知識，技法の教育を受ける機会を与えるとともに，体系的で汎用性のある

実務知識や技法を修得させることを旨としている（要綱（甲）第3章第1） 。

このような趣旨を踏まえ，第73期B班においても，修習記録を用いて司法修習生に文

書を起案させ，討論，講評を行うことを指導の中心としつつ（同第4の1） ，従来の司法

修習で要求していたような法律書面の全体を形式面も含めて起案させることにはこだわら

ず， より実質的に，書面の内容の根底をなす思考過程を明らかにさせることを重視する方

法で出題がされているほか， ロール・プレイングも含めた民事・刑事の様々な講義，演習，

問題研究や法曹倫理，国際人権等に関する演習，講演なども実施された。

司法修習生指導担当者各位におかれては，本資料を今後の実務修習における指導の参考

としていただき･たい。

〃

1



第1 民事関係科目

I 民事裁判

1 講義

集合修習の冒頭に，集合修習に向けてのガイダンスをし，集合修習における民事裁

、判科目及び民事共通科目の修習内容を.説明してその意義を理解させ，今後の学修方法

に関する指導を行うことで集合修習への動機付けを行った。

（

1〈

2起案

（1） 総説

／

ロ

／

ノ

4

(2)､ 起案1

ア事案の概要

2

『



〆

、

』

イ起案事項等

I

（

(3) 起案2

ア事案の概要

3



Ｉ
イ起案事項等

R 一

、

L〃

'

演習（争点整理）
①

総説

3

(1)

ノ

､

(2)

’

事案の概要

’

。

’

4



U

(3) 演習内容等

戸

、

～



）

ムは，実務家としての基礎的かつ実践的な思考力，状況に応じた紛争解決能力のか

ん養を目的とするものであり，法曹としての実際の活動との架橋を意識したもので

ある。

ダ

↑

ヅ

1 ロ

』

》
ｰ

、

1

。、

I

へ

〆

1

I

』

小

●

I

、

｛

6



Ⅱ 民事弁護

1 問題研究1～3

（1） 実施の概要

’

(2) 事案の概要

心

(3) 実施内容

ア問題研究1

ノ

イ問題研究2 （即日起案） 》
し

|－－

ウ ．問題研究h3 〈

』 ， ノ

2 起案

(1) 起案1

1

7



ア事案の概要

1

､

イ起案事項等

8

ｒ



｜
(2) 起案2

ア事案の概要

イ起案事項等

『

／

3 講義（契約）

（1）庚施の概要
､

(2)設問内容 、

9
I



、

4 演習（法律相談）

（1） 実施の概要
ノ

I

(2) 演習の目的

法律相談は，受任に先立つ行為として，受任の可否，事案解決の見込み,処理方

針などを判断し，かつ，依頼者に対して，事案処理方針の説明，報酬等の説明をし

た上で，弁護士委任契約の締結などを行う重要なステージである。また，依頼者か

ら適切に事案の本質を聴き出し，から，依頼者との信頼関係を醸成する重要な場で

|I ｜
’

もある。

(3) 事案の概要

アケース1

~

~

ノ

10



’

イケース2

ノ

、

I

白

1

）

戸

１

11



〆

」

Ⅲ民事共通

民事共通演習1から3まで

1 “総説

（1） 趣旨及び全体像

I

(2)事案の概要
■
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

I

2 民事共通演習1

（1） 課題等
／

1

I

1

(2) 講評

口 ノ

3 民事共通演習2

（1） 課題等

（

0

12



／

(2) 講評等

4民事共通演習3

（1） 課題等
／

(2) 講評等

〈

L

13

〆



１
Ｊ

第2 刑事関係科目

I 刑事裁判

1 起案

（1） 総説

なお，いずれの設問についても,書式，形式等を要求するものではないし，単な

る知識を問うものでもなく，新司法修習における指導理念に対応した，法曹として

の活動に共,通して必要となる汎用性のある基礎的な能力を修得させることに重点を

置いて出題している。 ‘

(2) 起案1

ア事案の概要

. 起案事項

■
イ

､

皿
~1

14〆



／

■
調ウ

リ

、

(3) 起案2

ア事案の概要

､，ﾛ

ノ
イ起案事項

｡

ウ講評

’
〆

15



､

』

2 問題研究

（1） 指導目標

(2)､，実施内容

16



､

『

ノ

）
』

17



Ⅱ 検 察

、

1 起案

(1) 検察起案の概要

｜

｜

’

I

司法修習における指導理念に対応し，法曹としての導 ，法曹 汎

用性のある基礎的な能力を修得させることに重点を置いた出題である。

(2) 起案1

ア事案の概要

Ｊ
１

イ起案事項等 一、

①

ウ講評

’

(3) 起案2
、

18



I
ぜ

ア事案の概要

ノ

イ起案事項等

ウ、講評

～
句一

■‐

〆

2 問題研究（被害者保護）

《

L

ノ

19

’



／

Ⅲ刑事弁護

起案

(1) 総説

刑事弁護琴官室は，修習芋に対して，具体的な刑事事件に基づきケース・セオリ
ー（弁護人の求める結論が正しいことを導く論拠）を確立する弁護活動の基本を指

導し，弁護人が行うべき最善の努力を尽くした活動とは何かを考えさせることによ

り，弁護人としての基本的な能力・技術， さらには，法曹の活動に共通して必要と

される基本的かつ汎用的な能力を修得させるとともに，法曹資格取得後の自己研鎭

への意識付けをさせることを指導方針としている。

1

1

？

’
ノ

(2) 起案1

ア事案の概要

1

I
B

’
イ起案事項

’L

20
あ



』

ウ講評
ノ

(3) 起案2

ア事案の概要

､

’
１

イ起案事項 弓

』
１

ウ講評

1

21

1



L

2 問題研究（取調べ対応，想定弁論）

（1） ．指導目標 ｡

(2)実施内容
ｒ

『

』

Ｉ

22

L



Ⅳ刑事共通

刑事共通演習

(1) 指導目標

1

／

ノ

これらの演習を通じ，的確な争点整理を行う上での必要な視点を提供し， これに

より，法曹としての活動に共通,して必要とされる汎用性のある基礎的な能力を修得

させるよう努めた。

(2) 実施内容

J
E

｜

23



’
！

、

､

2 刑事共通問題研究

（1） 指導目標 〆上

(2) 実施内容
」

一

24



第3 その他の共通科目等

I 全科目共通

特別講義「国際人権法の形成と実施」

講）師 弁護士（第一東京弁護士会） 上柳敏郎氏

国際人権については，その重要性に鑑み，各期において全科目共通特別講義という

形式で国際人権全般にわたって講演を行ってきた。

第73期においても，同様の趣旨に基づき，講師が，国際人権の重要性や，国際人

権法の国内的・国際的実施，国際NGOの活動等について，講演を行った。

Ⅱ 弁護共通

演習「弁護士倫理」

「

、

1

’

25



月
／
日

1限目
(9:50～11：40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14245～16:35）

4限目
(3.5コマの日あり）

曜 16 月 自由研究日

‐ 一 一－T－－－－－.一一

民弁演習(法律相談）19 月 刑共演習(証拠開示等） 17 火 自由研究日

20 火 刑共演習(争点整理零）令和元年度（第73期）司法修習生 18 水 自由研究日

水21 刑共演習(尋問）

民薮起案1膳解

19 考試木

白班集合修習日程予定表 ■■
22 木 20 金 考試

民職篭'鰯）※ 11;00～17250

民共演習（2b2c’ 2．）
金23 23 月 勤労感鮒の日

16:00～17;50

刑共問題研究
（情状･量刑）

9:“～】of”

罰裁珊躯談寅※(注） 本表は予定であって．確定日程ではない。 11:00～15:50

刑弁起案1講酵
26 月 24 火 考試

27 火 民載起案2（即日） 25 水 考試

’28 水 検察起案1購評 刑織起薬1購鮮 26 木 考試

16:00～17:50

検察問題研究
(被害者保膜）

9:00～10:50

刑裁起案1購評※ 11号00～15r50

民弁起案1鱗評
29 木

因
※1日4コマとなる日

一

金30 刑弁起案2（即日）

限

顧

限

限

１
２
３
４

98

11

14

18

00～10950

：00～11 850 13：00～13：50

：00～16：50

Soo～17：50

3．5コマとなる日は～16950

’
月
／
日

11

／
2

1限目
(9:50～11:40）

2限目
(12*40～14:so）

3限目
(14:45～16:35）

躍 月 検察起案2（即日）

10

／
6

火 民裁購義 刑弁問題研究 3 火 文化の日

一 一一 ー

民弁起案‘2（即副

割融記案2（即日）

－■ ーー

民弁問題研究1
｜

’

ー－－

阜弁問哩研究2

,ー

7 水 4 水

8 木 民裁起案1 （即日） 5 木
ｻ ■

－1

’9 金 民共演習（1a、 1b） 弁共演習(弁灌士倫理） 6 金 民共演習（2⑧）民共演習（2⑧） 民裁演晉(争点整理）

ヨ ー

’
14:00～16＄50

民共油習（2f）
1 ． 5コマ

』

＝ｰ

9:00～13:50

民戴演習（争点整理）※12 月 刑弁起案1 （即日） 9 月

9:00～14:50

民共演習（3a， 3b）
2． 5コマ

※ 15;00～16:50

全共特別蛎蓋
－16:50

別舘穀
13 火 検察起案1 （即日） 10 火

I

14 刑裁麹薬1 （即日）水 民戴起案2講艀11 水

民弁問題研究3’
一
。
星

報
癖
釦
轆

Ⅳ
皇
汀
２

塞
窪

獣
《
元
雌
註

１
民
一
１
論

9:00～13:50
刑弁起案2購評※15 民共演習（1c、 2a）木 12 木

言 ‐ 一 ℃ー＝学 一吋ロー夛手弓

民§F起案1 （即日〉

血●

１
１ 9:00～13＄50

検察起案2醗酵※16 金 金13



⑬

第74期修習日程

※なお,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後, 5科目の筆記考試が行われる予定である。

修習区分

A班

修習期間 移動日

B班 ．

修習期間 移動日

導入修習

開始日 3.3.31(水）

終了日 3.4.23(金）

実日数 18

3.4.24(土)～ 一
3.4.29(木)※6日

開始日
↓

3.3.31(水）

終了日 3.4.23(金）

実日数 、 18

3.4.24(土)～

3.4.29(木)※6日

分
野
別
実
務
修
習
．

第1クール

第2クール

第3クール

第4クール

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

3.4.30(金）

3.6.24(木）

37

3.6.25(金）

3.8. 18(水）

36

3.8. 19(木）

3.10.13(水）

38

3. 10．14(木）

3. 12.7(火）

37

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

3.4.30(金）

3.6.24(木）

37

3..6.25(金）

3.8.18(水）

36

3.8.19(木）

3. 10.13(水）

38

3. 10.14(木）

3. 12.7(火）

37
①

選
択
型
実
務
修
習
及
び
築
合
修
習

集合修習
開始日

3.12. 13(月）

終了日 4. 1.28(金）

実日数 30

選択型修習
開始日

4.2.2(水）

終了日 4.3.18(金）

実日数 31

自由研究日 4.3.22(火）

3. 12.8(水)～

3. 12.12（日）※5日

4.1.29(i)~

4.2.1(火)※4日

● ,

選択型修習
開始日

3.12.8(水）

終了日 4.1.27(木）

実日数 32

集合修習
開始日

4.2.3(木）

終了日 4.3. 18(金）

実日数 30

自由研究日
少

4.3．22(火）

4. 1.28(金)～
4.2.2(水)※6日


